
 

 

 

 

 

貸付申請 

契約面談 

（借用書提出） 

 

初回の 

貸付金交付 

養成校 

在学中 

 

 

 

辞 退 

 

就 職 

 

【５年間就業】 

資金の返還を全額免除 

 

 【返還債務の猶予申請】 （就職した年度） 

①保育士修学資金返還猶予申請書 （様式第10号） 

②業務従事届（様式第11号） 

途中退職 

【全額返還免除】  

①保育士修学資金返還免除申請書（様式第８号）  

②業務従事期間証明書（様式第９号） 

①保育士修学資金返還計画申請書（様式第７号） 

②保育等業務従事期間証明書（様式第9号） 

・保育士修学資金貸付辞退届（様式第 12 号） 

 【全額返還】  

・保育士修学資金返還計画申請書（様式第７号） 

就職先 

内定決定 

 

 

退 学 

・6か月ごとに在学証明書（学校指定） 

・確認後、６か月分を貸付（１０月、４月） 

就業先の変更 

 

・従事先変更届（様式第15号）  

・保育等業務従事期間証明書（様式第9号） 

毎年４月１日時点（猶予申請後の年度） 

・保育等業務従事届（様式第11号） 

  

資金の返還 

審査・決定 

 

 

入学準備金 + ６か月分を貸付 

 

  

保育士登録 

 

・保育士登録届（様式第14号） 

・登録証の写しの添付が必要 

養成校 

卒業 

 

 

資金の返還 

氏名・住所・電

話番号の変更 

・氏名住所変更届（様式第 13 号） 

休 職 

 

①休職・復職届（様式第16号） 

②保育士修学資金返還猶予申請書 （様式第10号） 

③具体的に猶予が必要な事由を証明する書類（例：診断書、母子手帳など） 

（就職する年度の12～1月頃） 

・就職先が決定したことが分かる書類（内定通知の写し等） 

・確認後、就職準備金を送金 

保育士修学資金 フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


